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議会改革推進委員会の協議結果について（答申） 

 

令和５年６月１２日付け佐議第１５８号で諮問のありました検討項目につい

て、下記のとおり答申いたします。 

 

記 

１ 検討項目 

「オンライン委員会の実施方法」についてについて 

 

２ 協議結果 

オンライン委員会の実施方法については、開催手続や表決方法、傍聴環境

などの体制を協議し、下記の結論に至りました。 

 

 □佐倉市議会委員会条例第１５条の２の規定に基づき、同条第１項に規定

する「オンライン委員会」の開催手続その他オンライン委員会の運営に

関し必要な事項を定めるため、「佐倉市議会オンライン委員会の運営に関

する要綱」を制定する。 

□円滑にオンライン委員会が開催できるよう要綱では規定できない細かな

手続き等について「オンライン委員会開催の手引き」を作成する。 

  

３ 協議の経過等 

 令和５年 ６月１２日  第１回委員会 議長諮問 

 令和５年 ８月 ３日  第２回委員会 検討事項について 

令和５年１０月 ２日  第３回委員会 協議 

「オンラインの方法で出席できる者」 

令和５年１１月１４日  第４回委員会 協議 

             「オンライン委員会の開催手続きについて」 



令和６年 １月１５日  第５回委員会 協議  

「オンライン委員会の出欠確認等について」 

 令和６年 ２月１３日  第６回委員会 協議 

             「正副委員長の互選・表決方法等について」 

 令和６年 ３月２２日  第７回委員会 協議 

             「動議等の取扱い、オンライン出席委員の責務に

ついて」 

 令和６年 ４月３０日  第８回委員会 協議 

             「オンライン委員会の運営について」 

 令和６年 ７月 ９日  第９回委員会 協議 

             「佐倉市議会オンライン委員会の運営に関する要

綱等について」 

 令和６年 ８月２０日  第１０回委員会 協議 

             「オンライン委員会開催の手引き等について」 

 令和６年１０月 １日  答申 
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